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■申込み・お問い合わせ先   建設課建設班（TEL29－3910）

持ち家のリフォーム工事等を町内の業者と契約する場合、

新住宅リフォーム支援事業新住宅リフォーム支援事業新住宅リフォーム支援事業新住宅リフォーム支援事業新住宅リフォーム支援事業

　このほかに、中古住宅購入後に子育て世帯や移住・定住
世帯が行うリフォーム工事等に対する補助金があります。

①一般世帯

工事費の20％、最大20万円を補助

18歳以下の子ども２人以上と同居している親子世帯が
持ち家のリフォーム工事等を県内の業者と契約する場合、

②子育て世帯

工事費の20％、最大40万円を補助

実家に戻る移住世帯等が持ち家のリフォーム工事等
を県内の業者と契約する場合、

③移住・定住世帯

持ち家型

※令和３年度から再スタートしました

定着回帰型

工事費の20％、最大40万円を補助
（秋田県の補助）

（秋田県の補助）

（町単独の補助）

小規模修繕等契約希望者登録制度について
　町が発注する小規模な修繕等について、建設業者等級
格付名簿に申請することが困難な町内小規模事業者の受
注機会を拡大し、積極的な活用により町内経済の活性化
を図ることを目的に実施されます。

■対象となる小規模修繕
　１件の金額が50万円以下（消費税及び地方消費税の額を含む）

■登録できる方
　町内に本店を有する法人または町内に住所を有する個
人事業主で、建設業の許可の有無、経営規模、従業員数
は問いません。

■申請書類［（1）、（2）、（6）の様式は建設課にあります］
（１）小規模修繕等契約希望者登録申請書
（２）契約実績報告書
（３）希望する業種を履行するために必要な資格、免許等
　　の写し
（４）法人の方は商業登記簿謄本（法務局で発行）
　　個人の方は身分証明書（町民課窓口で発行）
（５）令和４年度納税証明書（町民課税務班で発行）
（６）暴力団排除に関する誓約書

令和５年度・令和６年度

町営住宅入居者募集町営住宅入居者募集

申込方法

■お問い合わせ先　建設課建設班 （TEL29－3910）

「町営住宅入居申込書」に、入居予定家族全員分の「住民票」、「所得・課税・扶養
証明書」、「完納証明書」を添えて、建設班にお申し込みください。


